
鹿児島県職員の人材育成に関する有識者会議（第３回）

令和5年１１月２２日（水）

事務局資料
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人財育成ビジョンの策定スケジュールと主な規定内容（予定）

月 ビジョン 働き方WG 職員ワークショップ 有識者会議

６月 職員アンケート
第１回 （６月９日開催）

（事務局説明，背景・課題）

７月 第１回・第２回 （人財像）

８月
第３回・第４回（職階ごとの能力等）

第２回 （８月２８日開催）

（人財像，人財育成の基本的な考え方等）

９月 骨子案議会説明

１０月

１１月 第３回（１１月２２日開催予定）
（職階ごとに求められる能力，取組の方向性等）

１２月 素案議会説明

１月
第４回

（ビジョン案）

２月

３月 案議会説明・策定

主な規定内容

１．策定の背景・趣旨 ２．目指すべき人財像 3．人財育成の基本的な考え方 ４．職階ごとに求められる能力

５. 取組の方向性（人材確保，人材育成，働きやすい職場環境づくり，市町村との連携・支援等）

（上記のほか，推進体制，取組期間等を記載予定）

スケジュール（予定）

ビ
ジ
ョ
ン
の
具
体
的
内
容
検
討

（１２月下旬）

（推進体制，成果指標）
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職階ごとに求められる能力

取組の方向性（市町村との連携・市町村への支援を含む）

成果指標の設定

目 次
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「職階ごとに求められる能力」に係る議論の経緯
（職員ワークショップ）

職員ワークショップの概要

○ 参加者は５班に分かれ，課長・補佐・係長・係員の４つの職階について，人事評価項目のうち能力
に関する９項目をもとに，特に求められる能力が何であるかを議論し，班ごとに考えを発表
【評価項目】知識，企画，計画，理解・判断，報告，説明・調整，統率・人事管理，業務管理・人材育成

○ 多様な職種・職階の職員から意見を聴取するため，「職階ごとに特に求められる能力」をテーマ
に実施

○ 各班の発表を踏まえ，自らの職階に特に求められる能力について，参加者にアンケートを実施

【第３回】 R5.8.21(月)13:30～16:00 振興局・支庁職員 ２４名

【第４回】 R5.8.22(火) 9:30～12:00 本庁職員 ２４名

職員ワークショップの結果

○ 右図のとおり，職階に応じて，特に求められ
る能力は変化。

○ 係員は，報告，知識等が上位。

○ 係長級からは，業務管理，人事管理といった
マネジメントに関する能力が上位。

○ また，職階ごとに求められる能力を明らかに
するためには，現在の評価項目について見直し
が必要という意見もあり。

（例：理解・判断→理解，判断に分けるべき 等）

アンケート結果等まとめ
第１位 第２位 第３位 第４位

課長 判断
統率・

人事管理
業務管理 説明

補佐 人事管理 調整 業務管理 理解

係長 業務管理 調整
理解・
判断

企画

係員 報告 知識 理解 説明
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「職階ごとに求められる能力」に係る議論の経緯
（働き方改革ワーキンググループ①）
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○ 人材育成チームにおいて，職員ワークショップ結果等を参考に，「職階ごとに特に求められる
能力」等について議論

・ 「目指すべき人財像」は職員が備えるべき資質・気風に関するものであり，直接，求められる能力
を導き出すことは困難。

・ 他県の事例等も参考に，人事評価を活用した人材育成等を視野に入れると，職階ごとに求められる
能力は，人事評価項目をもとに設定することがよい。

・ 求められる能力は，職階ごとに徐々に重要度が変化していくものと思われるので，マネジメント層
から一般社員層に求められる能力を示すものとして民間企業等で参考にされているモデルを活用して
はどうか。

主な意見

【モデル】



「職階ごとに求められる能力」に係る議論の経緯
（働き方改革ワーキンググループ②）

©2023 鹿児島県 6

・ 実際，職員ワークショップの結果を整理すると，テクニカルスキルは係員や係長に求められる一方
で，マネジメントスキルは係長以上に求められるといった意見となっており，モデルに近い結果。

○ ビジョンでは，モデルや職員ワークショップ結果を参考にして，人事評価項目を用いて，「職
階ごとに求められる能力」を示すこととしたい。

第１位 第２位 第３位 第４位

課 長 判断
統率・

人事管理
業務管理 説明

補 佐 人事管理 調整 業務管理 理解

係 長 業務管理 調整
理解・
判断

企画

係 員 報告 知識 理解 説明

テクニカル ヒューマン
マネジ
メント

コンセプ
チュアル

課 長 － 説明
統率

人事管理
業務管理

判断

補 佐 － 調整
人事管理
業務管理

理解

係 長 企画 調整 業務管理
理解

・判断

係 員 知識
報告

（説明）
－ 理解



職階ごとに求められる能力①
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○ 高度化，多様化，複雑化する県民ニーズを的確に捉えつつ，県民サービスの更なる
充実を図るためには，職員には様々な能力が必要となる。

○ これらの能力は，テクニカルスキル（業務遂行能力），ヒューマンスキル（対人関
係能力），マネジメントスキル（経営能力），コンセプチュアルスキル（概念化能力）
の４つに大別される。それぞれの能力について，概要及び現行の人事評価制度（能力評
価）における対応項目は以下のとおりである。

テクニカル
スキル

ヒューマン
スキル

マネジメント
スキル

コンセプチュアル
スキル

概要

必要となる専門的知
識や技術を習得し，
それを基に企画等を
行いつつ，業務を遂
行する能力

周囲と円滑なコミュ
ニケーションを取り，
信頼関係を築きつつ，
説明等を行う能力

経営資源を活用して
組織として最大限の
成果を上げる経営能
力

物事の本質的な部分
を見抜き，正しく判
断できる能力

人事評価
項目

知識
企画
計画

報告
説明・調整

統率・人事管理
業務管理
人材育成

理解・判断



職階ごとに求められる能力②
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○ いずれの能力も基本的に各職階（部長，課長，係長，係員等）に必要な能力ではあ
るものの，職階が上がるにつれて求められる役割が変化することから，職階に応じて，
これらの能力について求められる内容やウエイトも変化する。



職階ごとに求められる能力③
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・ テクニカルスキルについては，政策の立案・実施を担う職員に特に求められる。
具体的には，政策の実施を担う係員には「知識」が，係長に近づくにつれ，知識に加
え，政策立案を行う「企画」力がより求められる。

・ マネジメントスキルについては，職場の指導的立場にある職員に特に求められる。
具体的には，係長については，業務の配分や進捗管理などを行う「業務管理」力が，
職階が上がるにつれ，部下職員の志気を高め組織を牽引する「統率・人事管理」力が
より求められる。また，係長以上の全ての職階について，適切な指導や助言を通じて
部下の成長を促す「人材育成」力が求められる。

・ ヒューマンスキルについては，係員には特に「報告」する力が求められ，職階が
上がるにつれ，内外の関係者との「調整」力，関係者から理解を得るための「説明」
力がより求められる。

・ コンセプチュアルスキルについては，県民の皆様の声等に共感しつつ業務を遂行
するために必要な「理解」力については，係員に特に求められ，職階が上がるにつれ，
「理解」力に加え「判断」力がより求められる。

○ 人事評価制度における能力評価や，人材育成のための職員研修等については，この
職階ごとに求められる能力を十分に踏まえた上で実施する必要がある。



職階ごとに求められる能力

取組の方向性（市町村との連携・市町村への支援を含む）

成果指標の設定

目 次
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「取組の方向性」に係る有識者会議（第２回）の主な意見
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日時等：令和５年８月２８日（金）１０時００分～１１時４０分 自治会館５０４会議室

出席者：有識者会議委員８名（欠席２名），県事務局

内 容：事務局から，議論の経緯と「目指すべき人財像」「基本的な考え方」を説明した上で，各委
員から，「取組の方向性」に盛り込むべき内容等について意見をいただいた。

会議概要

主な意見

「取組の方向性」に係る主な意見

通年採用など，柔軟な採用方法を取り入れていくことが必要

中長期のキャリア形成支援に繋がっていくような仕組みを考える必要

人事評価をしっかりとやることで，職員に成長実感の機会を与えることが重要

人事評価制度を充実させ，きちんと評価される制度を作ることは，エンゲージメント向上につながる

組織が目指すパーパスを示すとともに，業務が「県民の幸せ」にどうつながっているのかを職員に理解させることが，
職員のモチベーションにつながる

職員に自分の仕事が県政や県民に対して持つ意味をしっかり理解させた上で，どのように仕事すべきか，そのために
自分をどう成長させていくのかなどを学ばせていくことが重要

ＯＪＴや研修では，県民と直接関わりを持ち，現場で学ぶ教育に力を入れていく必要がある

短期か中長期か，正解習得型か対話型かといった視点から，既存の研修の不十分な点を明らかにする必要

兼業・副業を推進する方向での検討を進めるべき



「取組の方向性」（①優秀で多様な人材の確保）
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行財政運営指針（行財政改革の方向性） ビジョン骨子（基本的な考え方） ビジョン素案（取組の方向性）

１（１）人材確保

優秀で多様な人材を安定的に確保するため，
採用環境の変化に応じた柔軟な採用試験の実
施や多様な採用制度の活用，公務の魅力・や
りがい等についての情報発信等に積極的に取
り組む。

① 柔軟な採用試験の実施

学生の進路選択の早期化や就業意識の多様
化，勤務環境への関心の高まりなど採用環境
が年々変化している。そのような中，採用環
境の変化に応じた柔軟な採用試験を実施する。

② 多様な採用制度の活用

民間企業では，ジョブ型の採用・人事制度
の導入や，年功序列型の賃金体系の見直しな
ど雇用環境の変化が見られることを踏まえ，
任期付制度の拡充の検討や中途採用を含めて，
現行制度を活用し，より多様な形態で人材確
保を図る。

また，障害者を対象とする採用試験の実施
などにより，障害者の積極的な採用に取り組
む。

③ 積極的な人材確保活動の展開

県が求める人材像，公務の魅力・やりがい，
キャリア形成の支援，勤務環境等について，
採用説明会の開催や大学説明会，就活イベン
ト等への参加などを通じて，積極的に情報発
信を行う。

１ 優秀で多様な人材の確保

○ 職員の学びの機会の提供や働きやすい職場
環境づくり等を通じて公務職場の魅力を更に
高めつつ，柔軟な採用試験を実施し，公務の
魅力を積極的に発信すること等を通じて，優
秀で多様な人材を安定的に確保する。

「人財育成の基本的な考え方」を踏まえた今
後の取組は，以下の方向性に沿って進める。

１ 優秀で多様な人材の確保

ア 積極的な人材確保活動の展開

より多くの学生等の志望意欲の喚起を図る
ため，公務職場の魅力・やりがい等について
採用説明会や学生と若手職員との交流イベン
ト等において，積極的に情報発信を行う。

イ 柔軟な採用試験の実施

学生の進路選択の早期化や就業意識の多様
化など年々変化する採用環境に対応するため，
引き続き，適切な能力実証の観点に留意しつ
つ，柔軟な採用試験（ＳＰＩ試験等）を実施
する。

ウ 多様な採用制度の活用

多様な経験や知識・技能，専門性を持った
人材の確保を図るため，民間経験者等を対象
とした採用試験を実施するとともに，やむを
得ない理由により退職した職員の再採用制度
（カムバック制度（仮称））を導入する。



「取組の方向性」（②人材の育成・成長）
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行財政運営指針（行財政改革の方向性） ビジョン骨子（基本的な考え方） ビジョン素案（取組の方向性）

１（２）人材育成

高度化・多様化・複雑化する行政需要に対応
できる人材を育成するため，研修の充実や人事
交流等に取り組む。

（→続く）

２ 人材の育成・成長

（１）職員の主体的な学び

○ 今後，限られた行政資源で高度化・多様
化・複雑化する県民ニーズに迅速・柔軟に対
応していくためには，組織主導の人材育成を
推進するだけではなく，職員一人一人が主体
的に学び，成長していくことが重要である。

○ そのためには，職員一人一人が，本ビジョ
ンに記載された人財像や職階ごとに特に求め
られる能力等について理解を深めることによ
り，自身の成長の方向性について考え，その
方向性を踏まえて，主体的に資質の向上に努
める必要がある。

（２）職員の学びに対する意欲向上

○ 職員が主体的に学び続けるためにも，職員
の仕事に対する貢献意欲（エンゲージメン
ト）の更なる向上を図ることが必要である。
そのためには，職員自身が，日々の業務の意
義等についてしっかりと理解した上で，業務
を通じた成長を実感できることなどが重要と
なってくる。

○ そのため，職員が仕事の意義等についてよ
り一層理解を深めるとともに，将来の自分の
キャリアをイメージしつつ，更に成長を実感
できるような取組等の推進により，職員の学
びに対する意欲を更に引き出す。

（→続く）

２ 人材の育成・成長

ア キャリア形成支援

キャリアプランの実現に向けた成長への意
識を醸成するため，それぞれの職階や職務に必
要な職務経験等を示したキャリアパスを示すこ
となどにより，職員のキャリアプランの形成を
支援する。

イ 人事評価制度の人材育成での更なる活用

人事評価制度について，職階ごとに求めら
れる能力等を踏まえた評価項目の見直しや，マ
ネジメント能力をより重視した管理職員の評価
などにより，職階等に応じたよりきめ細かい評
価を実施するとともに，その徹底を図るための
評価者研修の更なる充実等を図る。

また，管理職員の自発的なマネジメント等
の改善につなげるため，部下職員が管理職員を
評価するいわゆる３６０度評価を実施する。

（→続く）



「取組の方向性」（②人材の育成・成長）
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行財政運営指針（行財政改革の方向性） ビジョン骨子（基本的な考え方） ビジョン素案（取組の方向性）

① 研修の充実

職員が必要な研修メニューを自ら組み立て
られる選択制のオンライン研修の導入など研
修内容を充実するほか，女性登用を引き続き
積極的に推進するとともに，女性のキャリア
アップのための研修機会の確保に努める。加
えて，管理職員のマネジメント能力の向上や
デジタル人材の育成に必要な専門的研修等に
ついて検討する。あわせて，定年引上げに伴
い増加が見込まれる高齢層職員の意識啓発の
充実や実践的な研修プログラム等を検討する。

② 人事交流等の推進

本庁と出先機関での勤務，技術職員に企
画・管理部門を経験させるなど，様々な部門
や職務の経験を積ませるとともに，民間企業
等への派遣や市町村等との人事交流をより一
層推進する。

③ 適正な人事評価の実施

適正な人事評価の実施を通じて，人材の活
用・育成や組織全体の公務能率の向上を図る。

（３）職員の学びの機会の提供

○ 職員の学びに対する意欲に応えることがで
きるよう，職員の職種，職階等に応じた研修
を更に充実するとともに，人事交流等を積極
的に推進する。

○ また，職場でマネジメントを担う管理職員
等が人材育成の重要性を十分に認識し，人事
評価のフィードバックの機会を積極的に活用
すること等により業務を通じた学びの機会を
積極的に提供する。

ウ 研修の充実

目指すべき人財像や職階ごとに求められる能
力等を踏まえ，人材育成の専門的知見を有する
機関と連携して，若手職員の政策形成能力向上
研修や管理職員のマネジメント力向上研修など
の職階等に応じた研修に加え，海外研修や選択
制オンライン研修など職員が学びたい時に学べ
る研修などの更なる充実を図る。

市町村と合同で実施する自治研修センター研
修については，実施主体である市町村振興協会
と連携・協力しつつ，市町村のニーズ等も踏ま
えた研修内容の更なる充実を図る。

また，研修の実施方法についても，知識習得
型の研修のみならず，対話型研修を重視するな
ど，研修効果の最大化を図れるよう工夫する。

エ 人事交流等の推進

県の重点的な政策分野等も踏まえつつ，様々
な部門や職務での経験を積ませるほか，民間企
業等への派遣や市町村等との人事交流をより一
層推進する。

オ 職員のエンゲージメントの把握

職員の主体的な学びや成長の前提となる職員
の仕事に対する貢献意欲（エンゲージメント）
の状況を定期的に把握する。



「取組の方向性」（③専門人材の確保・育成）
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行財政運営指針（行財政改革の方向性） ビジョン骨子（基本的な考え方） ビジョン素案（取組の方向性）

－ ３ 専門人材の確保・育成

○ 地方行政に求められる専門性が多様
化・高度化する中，より専門性が求めら
れる分野において，専門の資格を有する
職員の安定的な確保を図るとともに，研
修の充実等により職員の専門性を更に高
めるための機会を提供する。

３ 専門人材の確保・育成

ア 専門の資格等を有する職員の確保

土木，農政，児童福祉などの分野にお
いて，専門の資格を必要とする職種や専
門的な知識を必要とする技術職について
は，その受験者層への公務の魅力の積極
的な発信や，受験年齢の引き上げ等の試
験方法の見直しなどにより，安定的な確
保を図る。

イ 専門性を高めるための学びの機会の
提供

例えば，デジタル分野や広報分野など，
今後より専門性が求められる分野におい
て，職員が知識・スキルを習得できるよ
うな研修の機会を積極的に提供する。

また，各分野においても一定の専門性
が求められることから，職員の適性等を
見極めつつ，人事異動等を通じて各分野
で専門的な知見を有する職員の育成を図
る。



「取組の方向性」（④働きやすい職場環境づくり）
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行財政運営指針（行財政改革の方向性） ビジョン骨子（基本的な考え方） ビジョン素案（取組の方向性）

（３）働きやすい職場環境の整備

全ての職員がより一層やりがいを持って
働きやすい職場環境の整備を進める。

① 働き方改革の推進

職員がより柔軟で多様な働き方を選択
できるよう，超過勤務の縮減，テレワー
クの推進など,職場環境の改善を推進する。

② 全ての職員が活躍できる職場づくりの
推進

年齢，性別，障害等の有無を問わず，
全ての職員が働きやすい職場づくりを目
指し，一人ひとりの多様な個性を尊重す
る意識の醸成やジェンダー平等・男女共
同参画の推進，ハラスメント防止に資す
る研修等に取り組む。

また，育児休業の取得促進など，男女
を問わず家事，育児や介護をしながら活
躍できる職場環境や障害者も働きやすい
職場環境の整備に努める。

４ 働きやすい職場環境づくり

○ 職員一人一人が心身ともに健康で公私とも
に充実する（「Well-being」を実現する）こ
とで，その力を公務で最大限発揮することが
できるよう，超過勤務の縮減などの職場環境
の改善や，男女問わず家事，育児や介護をし
ながら活躍できる職場環境の整備など，全て
の職員が働きやすい職場環境づくりを積極的
に推進する。

４ 働きやすい職場環境づくり

ア 職場環境の改善

職場環境の更なる改善に向け，ＢＰＲを用い
た業務改善等による超過勤務縮減，職員の健康
保持等のための勤務間のインターバルの確保，
職員間のコミュニケーションの活性化等のため
のオフィス改革などの取組を推進する。

イ 全ての職員が活躍できる職場環境づくり

年齢，性別，障害等の有無を問わず，全ての
職員が働きやすい職場づくりを目指し，一人ひ
とりの多様な個性を尊重する意識の醸成やハラ
スメント防止に資する研修等に取り組む。あわ
せて，ジェンダー平等・男女共同参画の推進の
観点から，女性登用を引き続き積極的に推進し，
女性のキャリアアップのための研修機会の確保
などに努める。

また，在宅勤務しやすい環境整備や育児休業
取得の更なる促進などを通じて，男女を問わず
家事や介護をしながら活躍できる職場環境を整
える。

さらに，職員が多様で柔軟な働き方を選択で
きるよう，時差出勤制度の更なる拡充を図ると
ともに，フレックスタイム制度の導入について
も検討を進める。加えて，県職員の能力を公務
の場以外に広く役立てるため，兼業・副業の更
なる促進を図る。

これらの取組に加え，全ての職員が「Well-
being」の意味を理解するための場を設けると
ともに，「Well-being」を実践するためのスキ
ル等を学ぶ研修の機会を提供する。



「取組の方向性」（⑤市町村との連携・市町村への支援）
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行財政運営指針（行財政改革の方向性） ビジョン骨子（基本的な考え方） ビジョン素案（取組の方向性）

１ 市町村との連携

今後，限られた行政資源の中で，高度化・
多様化・複雑化する行政需要に対し，効果的
な施策を展開するためには，市町村との連携
がより重要となる。

住民に最も身近な地方公共団体であり，住
民生活に密接に関わる行政サービスを提供す
る市町村との適切な役割分担の下，市町村の
自主性・自立性を尊重しながら，市町村との
連携を更に推進する。

（１）市町村の広域連携の取組を支援

（中略）

（２）技術職員の充実等による人的な市町村
支援

国の「技術職員の充実による市町村支
援・中長期派遣体制の強化」の仕組みの
活用等により技術職員不足の市町村の業
務支援を実施するとともに，県の業務執
行体制の確保を前提に，希望する市町村
に対応できるよう計画的な人事交流を推
進する。

また，市町村がデジタル化を推進する
ためには，専門的な知見を有するデジタ
ル人材の活用が必要であることから，市
町村における人材の確保を支援する。

（３）地域振興局・支庁と市町村の連携強化

（中略）

－ ５ 市町村との連携・市町村への支援

ア 人材育成面での市町村との連携

市町村振興協会が主体となって実施してい
る県と市町村との合同研修について，市町村
の研修ニーズも踏まえつつ，更なる充実を図
る。

また，例えば，地域コミュニティの活性化
など個別の市町村と県の研修ニーズが合致す
る場合には，必要に応じ，当該市町村との個
別の合同研修を実施する。

イ 専門人材の確保に係る市町村支援

特に県内市町村で確保が困難であるデジタ
ル人材や技術職員について，国の支援制度等
も活用しつつ，県が必要な人材を確保し，県
内市町村の業務支援を実施する。

また，県の業務執行体制の確保を前提に，
希望する市町村に対応できるよう計画的な人
事交流を推進する。

©2023 鹿児島県
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人財育成の取組に係る成果の把握について【論点】

○ 本県では，今後，職員の主体的な学びや成長の前提となる職員の仕事に対する貢
献意欲（エンゲージメント）を把握することとしている。

○ 一方で，人財育成の目的は「県民サービスの更なる充実」であり，これは，県職
員の能力向上に加えて様々な要因により達成されるもの。

○ また，県職員の能力向上は，職員のエンゲージメント向上に加えて，様々な要因
により達成されるもの。

○ 上記を踏まえると，職員のエンゲージメント向上が，人財育成の最終的な目的で
ある「県民サービスの更なる充実」を把握する指標となり得るかについては検討が
必要ではないか。

【参考】他団体の事例

・ 他都道府県の人材育成基本方針には，成果指標の設定はなし。

・ 職員の主体的な学びや成長の前提となる職員の仕事に対する貢献意欲（エン
ゲージメント）を把握している事例はあり。
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【参考】職員エンゲージメント調査事例

【事例】長野県 職員満足度調査

「長野県行政・財政改革方針2023」（R5.3月策定）達成目標

○ 長野県では，行財政改革方針の達成目標として，職員満足度調査の項目等を設定

長野県の職員満足度調査は，全職員を
対象に２年に１回実施しており，左記の
ほか，以下のような設問も調査

・ 現在の自分の仕事はやりがいがある。

・ 県職員として，誇りや使命感を持っ
て仕事に取り組んでいる。

・ 県職員として，「今後こうありた
い」という目標がイメージできている。

・ 県組織で働くことで成長できている。

・ 人事評価制度は人材育成や能力開発
に役立っている。

など，３４項目

参 考
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【参考】職員のエンゲージメントの把握について

○ エンゲージメント調査は，組織への共感，仕事のやりがい，自身の成長実感，現在
の職場環境に関する職員の意向等について調査を実施することで，組織課題を洗い出し，
改善施策へつなげていく取組

○ 調査，分析，アクションのサイクルを繰り返し行うこと，また，調査結果を何らか
の形で管理職や回答者にフィードバックすることが大切

『地方公共団体における人材マネジメント推進のためのガイドブック』（R5.3 総務省）（抜粋）


